
（平成２３年８月３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認高知地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



高知厚生年金 事案 603 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

     住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年５月１日から 38年９月２日まで 

    申立期間については、脱退手当金を支給済みとされているが、私は、脱

退手当金を受給するための手続をした記憶は無く、受け取った記憶も無い

ので納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に

係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約３か月後の昭和 38 年 11 月 28

日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがわれない。 

また、申立人には、申立期間以前に脱退手当金の計算の基礎となるべき被

保険者期間が確認できるところ、申立期間とは別の厚生年金保険被保険者記

号番号が払い出されており、当時、請求者からの申出がなければ社会保険事

務所（当時）がこれを把握することは困難であったことから考えると、未請

求期間があることに不自然さはうかがわれない。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金受付処理簿により、

昭和 39 年６月 24 日に払い出されていることが確認できることから、この頃、

国民年金の加入手続を行ったものと推認できるところ、申立人は国民年金の

加入の動機について、母から勧められたためと述べている上、申立期間に係

る厚生年金保険被保険者資格喪失日以降、国民年金の強制加入期間であるに

もかかわらず、オンライン記録を見ると、保険料の納付は 39 年１月からとさ

れていることを踏まえると、当時、申立人に、被保険者期間を通算して将来

の年金に反映させる意思が有ったとする事情はうかがわれない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 



これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



高知厚生年金 事案 604 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

     住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年２月１日から 36年１月１日まで 

    申立期間については、脱退手当金を支給済みとされているが、私は、脱

退手当金を受給するための手続をした記憶は無く、受け取った記憶も無い

ので納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿にお

いて、申立人が記載されたページとその前後それぞれ５ページに記載されて

いる女性被保険者 82 人のうち、オンライン記録により、脱退手当金の受給要

件を満たし、かつ申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日の前後２年以内

に資格喪失した被保険者で、１年以内に厚生年金保険被保険者資格を取得し

ていない 13 人の脱退手当金の支給記録を調査したところ、７人に脱退手当金

の支給記録が確認できる上、７人全員が資格喪失日から６か月以内に支給決

定されており、そのうち３人については、資格喪失日と支給決定日がそれぞ

れ同一日とされていることを踏まえると、申立人についても、その委任に基

づき事業主による代理請求がなされた可能性が考えられる。 

また、申立期間に係る脱退手当金が支給決定された時期は通算年金制度創

設前であり、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間がなければ年金は受給で

きなかったことから、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうか

がわれない。 

さらに、申立期間に係る脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申

立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の昭和 36 年４

月 13 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがわれ

ない。 



加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いという主張のほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


